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１．施設運営法人 

  （１）法人名  ：     社会福祉法人 明倫福祉会 

  （２）所在地  ：     兵庫県神戸市中央区港島中町５丁目２番地 

  （３）電話番号 ：     ０７８－３０３－０６００ 

（４）ＦＡＸ  ：     ０７８－３０３－０６０５ 

  （５）代表者名 ：     理事長  宮地 千尋 

  （６）設立年月 ：     平成１２年３月３１日 

 

２．事業所 

（１）施設名称   ：     介護老人保健施設 愛しや 

（２）事業所種別  ：     介護老人保健施設（事業所番号：２８５１０８００４０） 

（３）所在地    ：     兵庫県芦屋市浜風町３１番３号 

（４）電話番号   ：     ０７９７－２３－７３００ 

（５）ＦＡＸ    ：     ０７９７－２３－７３０１ 

（６）管理者    ：     高橋 弥生 

（７）利用定員   ：     ８０名（一般棟２８名、認知症棟５２名） 

（８）開設日    ：     平成１９年６月１日 

 

３．施設の目的及び運営方針 

（１）施設の目的  ： 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリ

テ－ション、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護

保健施設サ－ビスを提供することで、入所者の能力に応じた日常

生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に

戻ることができるように支援します。 

  （２）運営方針   ： 当施設では、明るい家庭的な雰囲気で利用者様の個性を尊重し、

生活の質を重視した日常的ケアに努めます。また、心身の状態や

環境等、個々の利用者様の状況に応じて専門的なリハビリを行い、

在宅復帰に向けた支援を行ってまいります。 

   

４．施設の概要 

 （１）構造等 

      

 

 

 

 

敷地 約５，０００㎡ 

建物 
構造 ＳＲＣ造 

延床面積 約８，０００㎡ 
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  （２）療養室 

療養室の種類 室数 面積（一人あたり） 備考 

従来型個室 １２ 約９．２㎡以上 ナースコール設置、トイレ・洗面台あり 

４人部屋（従来型） １７ 約８．３㎡以上 
ナースコール設置、 

共用トイレ・洗面台あり 

（３）その他設備 

・食堂 ・機能回復訓練室 ・デイルーム ・談話室 ・診察室  

・レクリエーションルーム 

   ・浴室 ・スタッフステーション 

 

（４）アクセス 

 ・最寄り駅：ＪＲ芦屋駅・阪急芦屋川駅・阪神芦屋駅から阪急バス１７系統「浜風大橋北」

下車すぐ 

・最寄り駅からの距離：約２ｋｍ  ・所要時間：約３０分  

 

  ５．施設の職員体制 

  ○直接処遇職員 

職 種 
常勤職員 

（専従・兼務） 

非常勤職員 

（専従・兼務） 
職務の内容 

（１）管理者 １人（兼務）  管理業務 

（２）医師 １人（兼務） 1 人 医学的対応 

（３）薬剤師  1 人 調剤・薬剤管理、服薬指導 

（４）看護職員 ５人 １３人 医療的処置、介護業務 

（５）介護職員 ３１人 ８人 介護業務 

（６）支援相談員 １人 １人 相談業務 

（７）理学療法士 ４人 ４人 機能訓練の実施・指導 

（８）作業療法士 ６人 １人 機能訓練の実施・指導 

（９）言語聴覚士  １人 機能訓練の実施・指導 

（８）管理栄養士 １人  栄養指導・栄養マネジメント、食事管理 

（９）介護支援専門員 １人  ケアプラン作成・介護認定の申請手続き 

○間接処遇職員 

（１０）宿直 ４名  宿直業務 

（１１）事務員 ５名  事務業務 
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６．職員の勤務体制 

早出 ７：００ ～ １６：００ 

日勤 ８：３０ ～ １７：３０ 

遅出 １１：３０ ～ ２０：３０ 

夜勤 １６：３０ ～  ９：００ 

 

７．サービス内容 

（１）施設サービス計画の立案 

ご本人、身元引受人、家族等の希望を取り入れ、個々の利用者に応じた計画を立案し 

ます。計画の内容については同意をいただくようになります。 

（２）食事 

食事は原則として食堂で召し上がっていただきます。心身の状態の維持・改善の基礎

となる栄養管理サービスを提供します。また、利用者が選定する特別な食事の提供も

行っています。 

     朝食：８時００分～  昼食：１２時００分～  夕食：１８時００分～ 

（３）入浴 

一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、 

週に最低２回ご利用頂きます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合 

があります。 

（４）医学的管理・看護 

介護老人保健施設は、入院や専門の治療が必要ない程度の要介護者を対象としています

が、ご利用者の身体の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 

（５）介護 

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者 

の立場に立って運営していきます。家庭で介護するにあたり適切な介護方法をお教え 

することができ、在宅復帰に向けての支援もしています。 

（６）リハビリテーション 

原則としてリハビリテーション室（機能訓練回復室）にて行いますが、施設内全ての

活動がリハビリテーション効果を期待したものです。 

 （７）相談援助サービス 

 （８）行政手続き代行 

 （９）理美容サービス 

 （１０）疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養

量および内容を有する療養食の提供 

（１１）経口により食事を進めるための適切な措置 

（１２）居宅における試行的退所サービス 

 （１３）認知症集中リハビリテーション 
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 （１４）身体拘束廃止の取り組み 

 （１５）認知症ケア 

 （１６）その他 

   ※これらのサービスの中には、基本料金とは別に利用料金を頂くものもあります。 

 

８．協力医療機関 

 当施設では、次の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等

には速やかに対応をお願いするようにしています。 

 

  ・協力医療機関 ： （名称）宮地病院 

            （住所）兵庫県神戸市東灘区本山中町４丁目１番８号 

            （名称）本山リハビリテーション病院 

            （住所）兵庫県神戸市東灘区本山南町７丁目７番１５号 

  ・協力歯科医療機関 ： （名称）上住歯科医院  

              （住所）兵庫県芦屋市宮塚町１１番２４号 

              （名称）中尾歯科医院 

              （住所）兵庫県神戸市東灘区田中町１丁目２番８号 

  

９．緊急時の連絡先 

緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

１０．施設利用に当たっての留意事項 

○ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただ

きます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心

身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサ－ビス内容としているため、その実施には食事

内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

○ 面会時間は、１０時００分～１７時００分といたします。 

○ 外出・外泊につきましては、事前に届出書を記入していただきます。 

○ 飲酒・喫煙は、禁止といたします。 

○ 火気の取扱いは、禁止といたします。 

○ 設備・備品の利用は、指示に従っていただきます。 

○ 所持品・備品等の持ち込みは、必要最小限としますが、申出があれば相談に応じます。 

○ 金銭・貴重品の管理は、なるべく持ち込まないで下さい。 

○ 外泊時等の施設外での受診は、当施設に届出をし、許可を受けていただきます。 

○ 営利行為、宗教活動、特定の政治活動は禁止します。 

○ ペットの持ち込みは、禁止といたします。 

○ 法定代理受領サービスが利用できないことにより償還払いとなる場合には、いったん利

用料を全額負担していただきます。その際、サービス証明を発行いたします。 
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○ 契約書・重要事項の内容が変更する場合、文書にて通知し同意をいただきます。必要に

応じて、身元引受人、家族等にも通知し同意をいただきます。 

○ 介護保険の制度上、老健への入所は要介護者のみに限られます。万が一、老健入所中に

要介護度の区分変更によって要支援となった場合、退所していただくことがあります。 

○ 入所前の健康診断には診断書が必要で、高度な医療が必要な場合など、入所できない

ケースがあります。 

○ 作成された施設サービス計画に基づいてサービスが実施されます。変更が必要となった

場合には計画原案を作成・説明し、同意をいただきます。 

○ 金銭管理を行う場合、介護保険の自己負担分、食事・居住費の基準費用額、日常生活に

必要な程度の現金、預金通帳、印鑑等をお預かりさせて頂きます。 

○ 退所時の援助として、居宅介護支援事業所への連絡調整等、必要な援助を行います。 

○ 入所対象者及び退所時の支援について、心身の状況及び病状並びにその置かれている

環境からして、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要

と認められる者を対象としています。また、定期的に、居宅において日常生活を営む

ことができるか検討し、退所に際しては入所者の家族への助言、居宅事業所等への連絡

調整等必要な援助を行います。 

 

１１．非常災害対策 

○ 防災設備  スプリンクラ－、煙探知機、消火器、消火栓等 

○ 防災訓練  年２回 

○ 消防計画  芦屋市消防本部へ提出済 

 

１２．要望及び苦情等の相談 

当施設の苦情受付担当者に、お気軽にご相談ください。要望や苦情などは、お寄せいただけれ

ば、速やかに対応いたしますが、受付に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者

に直接お申し出いただくこともできます。 

対応責任者 ： 高橋 弥生 

受付担当者 ： 堅多 麻依子 

受付時間 ： （月～金）８：３０ ～ １７：３０                 

窓口電話番号 ： ０７９７－２３－７３００ 

   受付時間外の対応 ： ご連絡を頂きました際、電話に出ました者にお伝えください。 

   

＜行政機関その他苦情受付機関＞ 

芦屋市役所 

介護保険課 

所在地：兵庫県芦屋市精道町 7-6 

電話 ：0797-38-2024 

兵庫県 

国民健康保険団体連合会 

所在地：兵庫県神戸市中央区三ノ宮 1-9-1-1801 

電話 ：078-332-5617 
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契約締結からサービス提供までの流れ 

 

ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する

「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

①施設利用希望申込 ： 当施設、利用希望を申し込みます。 

②入所判定会議   ： 当施設内において、入所判定会議を開催します。 

③入所決定     ： 入所判定会議の結果、入所が決定した場合、入所日の打合を行います。 

④入所       ： 入所日にご入所いただきます。 

⑤「施設サービス計画（ケアプラン）」の作成及びその変更は次の通り行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥「施設サービス計画（ケアプラン）」にのっとり、サービスを提供します。 

⑦毎月、利用料を請求しますので、お支払ください。 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご利用者及びその

家族等に対して説明し決定します。なお、変更が必要となった場合に

は計画原案を作成し、説明し同意を得られない場合には、変更は可能

です。  

③施設サービス計画は、6 ヶ月に 1 回、もしくはご利用者及びご家族

等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要

のある場合には、ご利用者及びその家族等のご意見も参考にして、施

設サービス計画を変更します。  

④施設サービス計画が変更された場合には、ご利用者に対して書面を

交付し、その内容を確認していただきます。  

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）等に施設サービス計画

の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  
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介護老人保健施設サ－ビスについて 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．介護保健施設サ－ビス 

当施設でのサ－ビスは、どのような介護サ－ビスを提供すれば家庭に帰っていただける状態

になるかという施設サ－ビス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあら

ゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・扶養者の希望を十分に取り

入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

◇医療 ： 介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、

医師・看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な

医療・看護を行います。 

◇リハビリテ－ション ： 原則としてリハビリテ－ション室（機能訓練室）にて行います

が、施設内でのすべての活動がリハビリテ－ション効果を期待

したものです。 

◇栄養管理 ： 心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サ－ビスを提供します。 

◇生活サ－ビス ： 当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、

常に利用者の立場に立って運営しています。 

 

３．利用料金 

（１）基本料金 

施設利用料（要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１日あたり

の自己負担分です。）なお、原則として、加算については同意が必要な場合があります。 

※介護報酬単価の地域区分は３級地（１単位当たり１０．６８円）となっております。 

※料金は 1 割/2 割/3 割の順に表記しています。 

〈基本型〉 

介護保健施設サービス費Ⅰ(ⅰ)＜従来型個室＞１日あたり 

・要介護１：７６６円／１，５３２円／２，２９８円 

・要介護２：８１５円／１，６３０円／２，４４５円 

・要介護３：８８５円／１，７６９円／２，６５３円 

・要介護４：９４３円／１，８８６円／２，８２９円 

・要介護５：９９６円／１，９９１円／２，９８６円 

 

介護保健施設サービス費Ⅰ(ⅲ)＜多床室＞１日あたり 

・要介護１： ８４７円／１，６９４／円２，５４１円 

・要介護２： ９０１円／１，８０１円／２，７０１円 

・要介護３： ９７０円／１，９４０円／２，９１０円 

・要介護４： １，０２７円／２，０５３円／３，０７９円 

・要介護５： １，０８１円／２，１６２円／３，２４３円 
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〈在宅強化型〉 

介護保健施設サービス費Ⅰ(ⅱ)＜強化型個室＞１日あたり 

・要介護１： ８４２円 ／１，６８３円／２，５２５円 

・要介護２： ９２２円 ／１，８４４円／２，７６５円 

・要介護３： ９９２円 ／１，９８３円／２，９７４円 

・要介護４：１，０５２円／２，１０４円／３，１５６円 

・要介護５：１，１１１円／２，２２２円／３，３３３円 

 

介護保健施設サービス費Ⅰ(ⅳ)＜多床室＞１日あたり 

・要介護１：   ９３１円／１，８６１円／２，７９１円 

・要介護２： １，０１２円／２，０２３円／３，０３４円 

・要介護３： １，０８３円／２，１６６円／３，２４９円 

・要介護４： １，１４５円／２，２９０円／３，４３５円 

・要介護５： １，２０２円／２，４０３円／３，６０５円 

＊入所後、３０日間に限って、上記施設利用料に以下の料金が加算されます。 

初期加算（Ⅰ）             ：６４円／１２８円／１９２円 

初期加算（Ⅱ）             ：３２円／６４円／９６円 

（体制加算） 

＊認知症専門棟入所の場合は上記施設利用料に８２円/１６３円/２４４円加算されます。 

（体制加算） 

＊外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は上記施設利用料に代えて、３８７円/７７４円/

１,１６０円を徴収いたします。（１ヶ月に 6 日を限度）なお、居住費については外泊期

間中も別途頂きます。 

＊入所前に居宅を訪問する等の計画的な支援等を行った場合は以下の料金が加算されます。 

 入所前後訪問指導加算（Ⅰ）        ：４８１円/９６２円/１,４４２円 

 入所前後訪問指導加算（Ⅱ）        ：５１３円/１，０２６円/１,４４２円 

＊退所時指導等を行った場合は、以下の料金が加算されます。（実施加算） 

試行的な退所時に指導を行った場合      ：４２８円/８５５円/１,２８２円 

退所時情報提供加算(Ⅰ)           ：５３４円/１，０６８円/１,６０２円 

退所時情報提供加算（Ⅱ）           ：２６７円/５３４円/８０１円 

入退所前連携加算（Ⅰ）            ：６４１円/１，２８２円/１，９２３円 

入退所前連携加算（Ⅱ）            ：４２８円/８８５円/１，２８２円 

退所時栄養情報連携加算            ：７５円/１５０円/２２５円／回 

＊夜勤職員配置加算                    ：２６円/５２円/７７円／日（体制加算） 

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ              ：２４円/４７円/７１円／日(体制加算） 

サービス提供体制強化加算Ⅱ         ：２０円/３９円/５８円／日（体制加算） 

サービス提供体制強化加算Ⅲ         ：７円/１３円/２０円／日（体制加算） 
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＊短期集中リハビリテ－ション加算Ⅰ   ：２７６円/５５１円/８２７円／日(実施加算) 

 短期集中リハビリテーション加算Ⅱ   ：２１４円/４２８円/６４１円／日(実施加算) 

＊認知症短期集中リハビリテ－ション加算Ⅰ ：２５７円/５１３円/７６９円/日(実施加算) 

認知症短期集中リハビリテ－ション加算Ⅱ ：１２９円/２５７円/３８５円/日(実施加算) 

＊栄養ケアマネジメント強化加算      ：１２円/２４円/３６円/日 

＊療養食加算                       ：７円/１３円/２０円/回（実施加算） 

＊認知症専門ケア加算Ⅰ           ：４円/７円/１０円／日 

＊認知症専門ケア加算Ⅱ          ：５円/９円/１３円／日 

＊ターミナルケア加算(死亡日以前 31日以上 45日以下)：７７円/１５４円/２３１円／日  

(死亡日以前 4日以上 30日以下)：１７１円/３４２円/５１３円／日 

(死亡日以前 2日又は 3日)  ：９７２円/１，９４４円/２，９１６円/日 

(死亡日)        ：２，０３０円/４，０５９円/６，０８８円 

＊経口移行加算              ：３０円/６０円/９０円／日 

（実施加算） 

＊経口維持加算（Ⅰ）           ：４２８円/８５５円/１,２８２円／月 

(実施加算) 

＊経口維持加算（Ⅱ）           ：１０７円/２１４円/３２１円／月 

(実施加算) 

＊口腔衛生管理加算（Ⅰ）               ：９７円/１９３円/２８９円／月 

(実施加算) 

＊口腔衛生管理加算（Ⅱ）               ：１１８円/２３５円/３５３円／月 

(実施加算) 

＊再入所時栄養連携加算       ：２１４円/４２８円/６４１円／回 

＊所定疾患施設療養費Ⅰ（７日間限度）   ：２５６円/５１１円/７６６円／日 

＊所定疾患施設療養費Ⅱ（10日間限度）   ：５１３円/１，０２６円/１，５３８円/日  

＊認知症緊急対応加算１（７日間限度）   ：２１４円/４２８円/６４１円／日 

＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ     ：５５円/１０９円/１６４／日 

＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ     ：５５円/１０９円/１６４円／日 

＊かかりつけ医連携薬剤調Ⅰイ       ：１５０円/２９９円/４４９円／日 

かかりつけ医連携薬剤調Ⅰロ       ：７５円/１５０円/２２５円／円 

＊かかりつけ医連携薬剤調Ⅱ        ：２５７円/５１３円/７６９円／日 

＊かかりつけ医連携薬剤調Ⅲ        ：１０７円/２１４円/３２１円／日 

＊排せつ支援加算Ⅰ         ：１１円/２２円/３２円／月 

＊排せつ支援加算Ⅱ         ：１６円/３２円/４８円／月 

＊排せつ支援加算Ⅲ         ：２２円/４３円/６４円／月 



11 

 

＊排せつ支援加算Ⅳ         ：１０７円/２１４円/３２１円／月 

＊褥瘡マネジメント加算Ⅰ          ：４円/７円/１０円／月 

＊褥瘡マネジメント加算Ⅱ          ：１４円/２８円/４２円／月 

＊褥瘡マネジメント加算Ⅲ(3ヶ月に 1回限度)  ：１１円/２２円/３２円／月 

＊在宅サービス利用時費用          ：８５５円/１，７０９円/２,５６４円／日 

 

＊緊急時治療管理                        ：５５４円/１，１０７円/１，６６０円／月 

＊リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ ：５７円/１１４円/１７０円／月 

＊リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ ：３６円/７１円/１０６円／月 

＊自立支援促進加算                     ：３２１円/６４１円/９６２円／月 

＊安全対策体制加算(1人 1回限り)       ：２２円/４３円/６４円 

＊若年性認知症入所者受入加算      ：１２９円/２５７円/３８５円／日 

＊療養体制維持特別加算Ⅰ        ：２９円/５８円/８７円／日 

＊療養体制維持特別加算Ⅱ        ：６１円/１２２円/１８３円／日 

＊科学的介護推進体制加算Ⅰ       ：４３円/８６円/１２９円／月 

＊科学的介護推進体制加算Ⅱ       ：６４円/１２８円/１９２円／月 

 

＊高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ    ：１１円/２２円/３２円／月 

＊高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ    ：６円/１１円/１６円／月 

＊新興感染症等施設療養費        ：２５７円/５１３円/７６９円／日 

＊認知症チームケア推進加算Ⅰ      ：１６１円/３２１円/４８１円／月 

＊認知症チームケア推進加算Ⅱ      ：１２９円/２５７円/３８５円／月 

＊生産性向上推進体制加算Ⅰ       ：１０７円/２１４円/３２１円／月 

＊生産性向上推進体制加算Ⅱ       ：１１円/２２円/３２円／月 

＊協力医療関連加算(令和６年度)     ：１０７円/２１４円/３２１円/月 

協力医療関連加算(令和７年度～)    ：５４円/１０７円/１６１円/月 

 

＊介護職員等処遇改善加算Ⅰ（７．５％） 

＊介護職員等処遇改善加算Ⅱ（７．１％） 

＊介護職員等処遇改善加算Ⅲ（５．４％） 

＊介護職員等処遇改善加算Ⅳ（４．４％） 

⇒所定単位数に加算率を乗じた単位数で算定します 

※介護職員等処遇改善加算については職員体制状況等によりⅠ～Ⅳいずれかを算定するもの

と致します。 

※サービス提供体制加算については職員体制状況等によりⅠ～Ⅲいずれかを算定するものと

致します。（加算が無い場合もございます。） 

 



12 

 

（２）その他の料金（介護保険適用外費用） 

① 食費（１日当たり） １，９００円 

 （但し、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費

の負担限度額が１日にお支払いただく食費の上限となります） 

② 居住費（療養室の利用費）（１日当たり）・従来型個室：１６４０円 ・多床室：５００円 

（但し、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている負担

限度額が１日にお支払いいただく費用の上限となります。なお、外泊時にも居住費はいた

だきます。また、負担限度額認定を受けておられる方でも、7 日目からは全額（従来型個

室：1,640 円・多床室 500 円）を頂くことになります。） 

＊契約終了後もやむを得ず居室をご利用される場合などには、本来の契約終了日から、現実に

居室を明け渡された日までの期間、以下の追加料金をご負担いただきます。 

   多床室：500円／日   個室：1,640円／日 

③ 特別な室料(一般棟のみ対象)    ・個室 ５，０００円（１日当たり） 

（一般棟のみ対象） 

④ 理美容代              １，５００円 

      理美容サービスをご希望され、実施した場合に費用をお支払いいただきます。 

⑤ 教養娯楽費              実 費（その都度実費をいただきます。） 

   クラブや趣味の活動に参加された場合にその材料費等をお支払いいただきます。 

⑥ 行事費                実 費（その都度実費をいただきます。） 

   小旅行や観劇などの費用や講師を招いて実施する料理教室などに参加された場合にお支 

払い頂きます。 

⑦ 健康管理費              実 費 

   インフルエンザ予防接種に係る費用でインフルエンザ予防接種を希望された場合にお支 

払い頂きます。 

⑧ 私物の洗濯代／月        ７，３００円 

   私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払い頂きます。 

⑨ その他の費用 

   利用者の選択によって使用されるポータブルテレビの利用料金   １００円（１日） 

   個人的に使用する機器等にかかる電気代              ３０円（１日） 

   保険等に関する診断書等の文書の発行に係る費用       １，６５０円（１回） 

   死後処置（エンゼルケア）費用               ５，５００円 

死亡診断書                        ５，５００円 

○ なお、当該料金の改定については１ヶ月前に文書で通知する。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 6条参照） 

 前記（１）、（２）の料金・費用は利用月の月末締めで、毎月 20 日までに、前月分の請求書

を発行しますので、その月末までにお支払いください。 

◯ お支払い方法は、当施設指定の口座への振込、または口座引き落としとなります。 
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○ 口座振替の場合は翌月２７日の引き落としとさせていただきます。引き落としに伴う手数

料は、１回あたり１５０円をご負担いただきます。 

○ 利用料以外の支払いについては、利用料と合わせて請求するものとします。 

※利用料以外の支払いとは、病院からの医療費や施設で代行して立替えたものなどです。 

○ なお、お支払日に休日が重なる場合は、翌日になります。 
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個人情報の利用目的 

 

介護老人保健施設愛しやでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりして

いる個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サ－ビスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サ－ビス 

・介護保険事務 

・介護サ－ビスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 － 入退所等の管理 

 － 会計・経理 

 － 事故等の報告 

 － 当該利用者の介護・医療サ－ビスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サ－ビスのうち 

 － 利用者に居宅サ－ビスを提供する他の居宅サ－ビス事業者や居宅介護支援

事業所、地域包括支援センター等との連携（サ－ビス担当者会議等）、 照会へ

の回答 

 － 利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 － 検体検査業務の委託その他の業務委託 

 － 家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サ－ビスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 
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利 用 者 負 担 説 明 書 

 

 

  介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険（及び介護予防）の給付にかかる

通常１割の自己負担分と保険給付対象外の費用（居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な

療養室料及び特別な食費、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、倶楽部等で

使用する材料費、診断書等の文書作成費、要介護認定の申請代行費等）を利用料としてお支払い

いただく２種類があります。ただし、保険給付対象外の費用についてはサービスの提供を希望し実

施した場合にお支払いいただきます。 

  なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望される

サービス毎に異なります。 

  また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険給付の自己負担額は、施設の所在

する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、認知症専門の施設（認知症専門棟加算）

で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっております。 

  介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にいて種々の

サービスを受ける居宅サービス（及び介護予防のサービス）がありますが、それぞれ利用方法が異

なっています。 

  施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、（介護予防）通所リ

ハビリテーションは、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画（ケ

アプラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要です。

また、加算対象のサービスも、居宅支援サービス（介護予防サービス）計画に記載がないと保険

給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス（介護予防サービス）

計画に記載されているか、いないかをご確認ください。 

  各サービス計画は、居宅介護支援事業所（介護予防支援事業者〔地域包括支援センター〕）に

作成依頼することもできます。 

  詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。 
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「国が定める利用者負担限度額（第１～３段階）」 

に該当する利用者等の負担額 

 

○ 利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～

第３段階の利用者には負担担軽減策が設けられています。 

 

○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３

段階の認定を受けるには、利用者ご本人（あるいは代理人の方）が、ご本人の住所地

の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要がありま

す。この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断･決定することはできませ

ん。また、「認定証」の提示がないといったん「第４段階」の利用料をお支払いいた

だくことになります。（「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があり

ます） 

 

○ 利用者負担第１・第２・第３段階に該当する利用者とは、大まかには、介護保険料段

階の第１・第２・第３段階にある次のような方です。 

 【利用者負担第１段階】 

生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年

金を受けておられる方 

 【利用者負担第２段階】 

所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が８０

万以下の方 

 【利用者負担第３段階①】 

所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第２段階以外の方 

（課税年金収入額が８０万円超１２０万円以下の方） 

【利用者負担第３段階②】 

所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第２段階以外の方 

（課税年金収入額が１２０万円超の方） 

 

○ 利用者負担第４段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が

施設に入所してその利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市

町村が認めた方は、「利用者負担第３段階」の利用者負担となります。 

 

○ その他詳細については、市町村窓口でお尋ね下さい。 
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 介護老人保健施設 愛しや ターミナルケアに関する指針 

 

１．当施設におけるターミナルケアの考え方 

 ターミナルケアとは、近い将来に死に至ることが予見される方に対し、その身体的・精神的苦痛、

苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実して納得して生き抜くことができる

ように日々の暮らしを営めることを目的として援助することであり、対象者の尊厳に十分配慮しながら

終末期の介護について心をこめてこれを行うことである。 

 

２．ターミナルケアの視点 

 終末期の過程においては、その死をどのように受け止めるかという個々の価値観が存在し、看取る

立場にある家族の思いも錯綜することも普通の状態として考えられる。施設でのターミナルケアは、

長年過ごした場所で親しい人々に見守られ自然な死を迎えられることであり、施設は利用者または家族

に対し以下の確認を事前に行い理解を得る。 

 ①施設における医療体制の理解 

  ・常勤医師の配置が日勤帯のみであること 

  ・施設は病院ではなく、積極的な治療は行えないこと  

・医師は協力医療機関とも連携し必要時は 24 時間の連絡体制を確保して必要に応じ健康上の管理

等に対応すること 

  ・夜間の医療スタッフは看護師のみであり、医師は緊急時の連絡によるオンコール体制であること 

 ②病状の変化等に伴う緊急時の対応については原則として医師が判断すること 

③夜間においては夜間勤務職員が夜間緊急連絡体制に基づき、医師と連絡を取って緊急対応を行うこと 

 ④家族との 24 時間の連絡体制を確保していること 

 ⑤ターミナルケアに対する家族の同意を得ること 

 

３．ターミナルケアの具体的支援内容 

 ①利用者に対する具体的支援 

  １）ボディケア 

    ・バイタルサインの確認 

    ・環境の整備を行う 

    ・安楽への配慮 

    ・清潔への配慮 

    ・栄養と水分補給を適切に行う 

    ・排泄ケアを適切に行う 

    ・発熱、疼痛への配慮 

  ２）メンタルケア 

    ・身体的苦痛の緩和 

    ・コミュニケーションを重視する 

    ・プライバシーへの配慮を行う 

    ・全てを受容してニーズに沿う態度で接する 
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  ３）看護処置 

    ・医師の指示に基づき必要な点滴や酸素吸入等の看護処置を看護職員によって行う 

 ②家族に対する支援 

  ・話しやすい環境を作る 

  ・家族関係への支援にも配慮する 

  ・希望や心配事に真摯に対応する 

  ・家族の身体的、精神的負担の軽減へ配慮する 

  ・死後の援助を行う 

 ③ターミナルケア実施における記録類 

  ・ターミナルケアについての同意書 

  ・医師の指示 

  ・ターミナルケア計画書(施設サービス計画書)  

  ・経過観察記録及び臨終時の記録 

  ・ケアカンファレンスの記録 

 ④看取り介護実施における職種ごとの役割 

  （管理者・医師） 

   ・ターミナルケアの総括管理 

   ・ターミナルケアに生じる諸課題の総括責任 

   ・ターミナルケア期の診断と家族への説明 

   ・緊急時、夜間帯の対応と指示 

   ・協力病院への連絡と調整 

   ・死亡確認、死亡診断書等記録の記載 

  （支援相談員・介護支援専門員） 

   ・継続的な家族支援（連絡・説明・相談・調整） 

   ・ターミナルケアにあたり他職種協働のチームケアの連携の強化 

   ・臨終後のケアとしての家族支援と身辺整理 

  （看護職員） 

   ・医師または協力病院との連携の強化 

   ・ターミナルケアにあたり他職種協働のチームケアの確立 

   ・ターミナルケアに携わる職員からの相談    

   ・ターミナルケア期における状態観察の結果に応じて必要な処置への準備と対応 

   ・疼痛の緩和 

   ・急変時への対応 

   ・家族への説明とその不安への対応 

  （栄養士） 

   ・利用者の状態と嗜好に応じた食事の提供 

   ・食事・水分摂取量の把握 

  （介護職員） 

   ・①の１）及び２）に記載したきめ細やかなケアを行う 
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   ・ケア内容及び観察の計画記録への記載 

  （事務職員） 

   ・家族等の面会や付き添いなどに関する細やかな援助 

   ・家族等の連絡時における細やかな援助 

   ・その他必要な事務手続き等 

  （その他） 

   ・上記の職員が協議・協働し、ターミナルケアに必要な「理念」「死生観教育」その他の職員

教育、検討会等を行う 

 

４．ターミナルケアの具体的方法 

 ①ターミナルケアの開始時期 

  ターミナルケアの開始については、医師により一般的に認められている医学的知見から判断して

回復の見込みがないと判断し、かつ、医療機関での対応の必要性が薄いと判断した対象者につき、

医師より利用者または家族にその判断内容を懇切丁寧に説明し、ターミナルケアに関する計画を

作成し終末期を施設で介護を受けて過ごすことに同意を得て実施されるものである。 

 ②医師よりの説明 

  １）医師が①に示した状態で、ターミナルケアの必要性があると判断した場合、当該利用者の家族

に連絡を取り、日時を定めて施設において医師より利用者または家族へ説明を行う。この際、

施設でできるターミナルケアの体制を示す。 

  ２）この説明を受けたうえで、利用者または家族は利用者が当施設でターミナルケアを受けるか、

医療機関に入院するか選択することができる。医療機関入院を希望する場合は、施設は入院に

向けた支援を行う。 

 ③ターミナルケアの実施 

  １）家族が施設内で看取り介護を行うことを希望した場合は、介護支援専門員は医師、看護職員、

介護職員、栄養士等と協働してターミナルケアの計画を作成すること。なお、この計画は医師

からの利用者または家族への説明に際し事前に作成しておき、その際に同意を得ることも考え

られる。 

  ２）ターミナルケアの実施に関しては原則として本人居室で対応することとする。ただし、本人

または家族の希望、ターミナル期の状態等により、個室でのケアが望ましいと判断される場合

においては、できる限り個室での対応が可能となるよう配慮するものとする。なお、家族が

泊まりを希望する場合、家族への便宜を図るという観点からターミナルケアを実施している

居室に家族宿泊用のベッドをセットする。 

  ３）ターミナルケアを行う際は、医師、看護師、介護職員等が共同で利用者の状態または家族の

求めに応じ、随時利用者または家族への説明を行い同意を得ること。また、必要に応じて、

適宜計画内容の変更を行うものとする。 

  ４）施設の全職員、利用者が尊厳をもつ一人の人間として、安らかな死を迎えることができるように

利用者または家族の支えともなり得る身体的、精神的支援に努めること。 
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５．夜間緊急時の連絡と対応について 

 当施設の夜間緊急時の連絡・対応マニュアルによって適切な連絡を行うこと。 

 

６．協力医療機関との連携体制 

 当施設は協力医療機関である宮地病院との連携により、３６５日、２４時間の連絡体制を確保して

必要に応じ健康上の管理等に対応することができる体制をとっている。 

 

７．責任者 

 夜間緊急対応及びターミナルケアについては、医師を責任者とする。 

 

 

 

この指針は平成１９年６月１日より適用する。



 

当事業者は、重要事項説明書に基づいて、介護老人保健施設 愛しやが実施する老人保健施設サービス

の内容及び重要事項を説明しました。 

 

説明及び同意年月日   令和   年   月   日  

説明を行った場所                    

説明を行った時間                    

 

   事業者       住所   兵庫県神戸市中央区港島中町５－２ 

              

             法人名  社会福祉法人 明倫福祉会 

 

             施設名  介護老人保健施設 愛しや 

 

             代表者名  理事長 宮地 千尋 

              

 

説 明 者      氏 名                 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項及び個人情報の利用に係る同意についての説明を受

け、老人保健施設サービスの提供開始に同意しました。 

 

契 約 者 

住所                   

 

氏名                   

 

            代理人（選任した場合） 

 

住所                    

 

氏名                   

（利用者との関係          ） 

 

身元引受人（連帯保証人） 

 

住所                   

 

氏名                   

（利用者との関係          ） 

 



 

 


